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 次の表に掲げる施設等について、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第

５８条の６第１項の規定による第３０条の１１第１項の確認の辞退があったので、同法第

５８条の１１第２号の規定により告示する。 

 

 

令和８年５月１日 

             

川越市長 森田 初恵   

 

 

施設等の種類として、認可外保育施設に該当する施設等 

提供者の名称 施設等の名称 施設等の所在地 確認の辞退年月日 施設等の種類 

社会医療法人 

社団尚篤会 

赤心堂病院 

院内保育所 
川越市脇田本町 25 番地 19 令和 8 年 3 月 31 日 認可外保育施設 

有限会社 

愛和ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ 

愛和病院 

愛ちゃんﾙｰﾑⅡ 

川越市大字古谷上 1156 番地

1 
令和 8 年 3 月 31 日 認可外保育施設 

 


